
2,000円以上または営利目的のとき 100分の100

さいたま市／障害者の利用に係る市立施設使用料等の減免

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂1丁目10番1号 浦和カルエ3階～4階

TEL：048-711-2543　FAX：準備中

市民会館うらわ　障害者の利用料金減免制度

障害者手帳等をお持ちの方は、利用申請時に手帳等を提示することで、施設利用料が2分の1に減額されます。

（10円未満切捨て）減免対象者の範囲につきましては、以下のリンクでご確認いただくか、施設窓口にお問い合わせください。

市民会館うらわ　増利用料金

■入場料の徴収または営利目的の場合は、基本利用料金のほかに次に定める割合を乗じて得た額が加算されます。

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/003/p127871.html
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/003/p127871.html

